
新型コロナウイルス感染症で影響を受ける 

中小事業者の方の「資金繰り」を支援します 

 

対象者 

次の①～④すべてに該当する方 

① 市内に店舗又は事業所を有する中小事業者 

② 多治見市から新型コロナウイルス感染症によるセーフティネット保証４号認定、 

  セーフティネット保証５号認定、危機関連保証認定を受けた方 

③ 令和２年３月２日から令和３年６月３０日まで(裏面参照)に信用保証料補給対象融資を受けた方 

 ※各制度融資ごとで融資申込期限、融資実行期限が異なりますのでご注意ください。 

④ 市税等に滞納がない方 

 

対象融資 

岐阜県中小企業資金融資制度 

① 新型コロナウイルス感染症対策資金（セーフティネット保証４号認定） 

  ※短期事業資金（償還期間が１年以内の運転資金）の場合、県が全額補給のため対象外となります 

② 危機関連対応資金（危機関連保証認定） 

③ 新型コロナウイルス感染症対応資金（セーフティネット保証５号認定・保証料負担がある方） 

補給額 

融資実行時に支払う信用保証料の額（上限１０万円・１００円未満切り捨て） 

※１事業者１回のみ 

※分割支払の場合、１回目の信用保証料のみ対象 

申請期間 融資実行日から３０日以内 

 

 

必要書類 

① 信用保証料補給申請書 

② 貸付証明書（金融機関作成） 

③ 同意書 

④ 信用保証料補給金請求書 

⑤ 信用保証決定のお知らせ（写）（岐阜県信用保証協会発行） 

申請先 多治見市役所産業観光課（本庁舎１階） 

お問い合わせ先 

  多治見市役所 産業観光課 企業支援グループ （本庁舎１階）  

  ＴＥＬ：０５７２－２２－１２５２（ダイヤルイン）    

  ＦＡＸ：０５７２－２５－３４００ 

  〒５０７－８７０３  多治見市日ノ出町２丁目１５番地 

20210201 

 対象期間を延長 



対象要件 セーフティネット保証４号認定を受けた方 

 

 

融資条件 

融資限度額：運転・設備 ８，０００万円 

償還期間 ：運転資金  ７年以内（据置１年） 

      設備資金 １０年以内（据置１年） 

融資利率 ：年１．０％ 

信用保証料：年０．５％（※県補給後） 

申込期間 令和２年３月５日 ～ 令和３年３月１０日 まで 

融資実行日 令和３年３月３１日 まで 

申込先 県内各金融機関 

本制度対象の岐阜県中小企業資金融資制度概要 

①新型コロナウイルス感染症対策資金（災害復旧資金） 

②危機関連対応資金 

対象要件 危機関連保証認定を受けた方 

 

 

融資条件 

融資限度額：運転・設備 １億円 

償還期間 ：運転資金  ７年以内（据置１年） 

      設備資金 １０年以内（据置１年） 

融資利率 ：年１．０％ 

信用保証料：年０．６％（※県補給後） 

申込期間 令和２年３月１３日 ～ 令和３年６月３０日 まで 

融資実行日 令和３年６月３０日 まで 

申込先 県内各金融機関 

③新型コロナウイルス感染症対応資金 

対象要件 
セーフティネット保証４号、５号、危機関連保証の 

いずれかの認定を受けた方 

 

 

融資条件 

融資限度額：運転・設備 ６，０００万円 

償還期間 ：運転・設備 １０年以内（据置５年） 

融資利率 ：年１．４％ 

信用保証料：年０．８５％ 

      (経営者保証免除対応適用の場合は、年１．０５％) 

その他 
条件により、利子および信用保証料の補給あり 

詳細については、制度融資概要等をご参照ください 

申込期間 令和２年５月１日 ～ 令和３年３月３１日 まで 

融資実行日 令和３年５月３１日 まで 

申込先 県内各金融機関 


